
●ＢＩＳ規制における自己資本比率の計算式

自己資本の額
＝ 4％（国内基準所要自己資本比率）＞

信用リスク・アセット ＋ オペレーショナル・リスク

ＢＩＳ規制について

自己資本比率について

資産査定管理について

　当金庫では、営業関連部門から独立した自己査定管理
部門として、リスク統括部資産査定管理課を配置し、厳格な
自己査定の実施を行っています。
　自己査定の実施については、「自己査定事務取扱要領」

に基づき、営業店において第一次査定を実施し、本部与信
審査部門の審査部により第二次査定を実施したうえで、資
産査定管理課により、その適切性の検証を行っています。

貸倒引当金の計上基準について

　貸倒引当金については、「償却及び引当に関する規程」
に基づいて、自己査定における債務者区分を基に一般貸
倒引当金と個別貸倒引当金とを算出し、その適切性につい
て「資産査定委員会」による協議を行い、また、その結果に
ついては監査法人の監査を受け、適正な計上に努めており
ます。
　債務者区分別の引当としては、「破綻先」および「実質破
綻先」については、債権額から担保などによる回収可能見

込額を控除した全額を、「破綻懸念先」については、債権額
から担保等による回収可能見込額を控除した金額に対し、
予想損失率を乗じて算出した金額を計上しています。また
「正常先、その他要注意先および要管理先」についてもそ
れぞれの予想損失率に基づく貸倒引当金を計上しておりま
す。今後も引き続き信用リスク管理を通じた不良債権の削
減に努め、資産の健全性を維持していく方針です。

（単位：％）
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10.89％ 10.47％

　2024年度末における自己資本比率は10.15%で、国内
基準の4%を大きく上回り、経営の健全性、安全性は十分
に保たれていると評価しております。
　また、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲

げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる
利益による資本の積み上げが第一義的な自己資本充実策
であると考えております。

10.15％

　現在のＢＩＳ規制はバーゼルⅢと呼ばれ、2014年3月末か
ら適用されている自己資本比率規制のことをいいます。信用
金庫に適用されるバーゼルⅢでの、自己資本比率の分母
は、「信用リスク･アセット」と「オペレーショナル・リスク」との
合算です。一方分子は、出資金・利益準備金・特別積立金
等から調整項目を控除した自己資本額となり、これをコア資
本といいます。

　リスク・アセットの計算手法は、当金庫では、信用リスクは
標準的手法、オペレーショナル・リスクは標準的計測手法と
しています。
　信用金庫に適用される国内基準の金融機関の最低所
要自己資本比率は４％となっています。

9.92％ 9.87％ 9.83％ 10.15％
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